
 

瀬戸市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正

する条例をここに公布する。  

令和６年１２月２０日  

瀬戸市長  川 本 雅 之  

瀬戸市条例第４４号 

瀬戸市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を 

改正する条例  

瀬戸市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年瀬

戸市条例第１４号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。  

改正後 改正前 

   附 則    附 則 

（施行期日） （施行期日） 

１ ＜省略＞ １ ＜省略＞ 

   （給料表改定の効力発生時期の特例） 

 ２ 第４条（第２０条第４項の規定により適用す

る場合を含む。）の規定により給与条例第４条

第１項又は一般職の任期付職員の採用等に関す

る条例第５条第１項の規定を準用する場合にお

いて、給与条例第４条第１項又は一般職の任期

付職員の採用等に関する条例第５条第１項に規

定する給料表の改定が行われるときにおける会

計年度任用職員の給料及び報酬についての当該

改定の効力は、当該改定に係る各条例の規定に

かかわらず、当該各条例の施行の日の属する年

度の翌年度の４月１日（当該各条例の施行の日

が４月１日であるときは、その日）から生ずる

ものとする。 



 

 （瀬戸市旅費条例の一部改正）  （瀬戸市旅費条例の一部改正） 

２ ＜省略＞ ３ ＜省略＞ 

 （瀬戸市職員の退職手当に関する条例の一部改

正） 

 （瀬戸市職員の退職手当に関する条例の一部改

正） 

３ ＜省略＞ ４ ＜省略＞ 

別表第１（第５条関係） 別表第１（第５条関係） 

職種 職務の級 基準となる職務 

＜省略＞ 

⒀ 守衛職 １級 守衛の職務 

＜省略＞ 

⒄ 母子・父子

自立支援員職 

＜省略＞ ＜省略＞ 

⒅ 介護認定調

査員職 

１級 介護認定調査員の

職務 
 

職種 職務の級 基準となる職務 

＜省略＞ 

⒀ 警備員職 １級 警備員の職務 

＜省略＞ 

⒄ 母子・父子

自立支援員職 

 

 

＜省略＞ ＜省略＞ 

 

  

附 則 

 （施行期日等）  

１ この条例は、令和７年１月１６日から施行する。ただし、別表第１の

改正規定は、令和７年４月１日から施行する。  

２  改正後の瀬戸市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

（以下「改正後の条例」という。）附則の規定は、令和６年４月１日か

ら適用する。  

（給与の内払）  

３ 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の瀬戸市会計

年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給さ

れた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。  

 

 


